
埼玉県流域下水道を核とした
下水汚泥の共同処理化について

埼玉県 下水道局 下水道事業課

平成３０年１０月１１日 関東地方整備局管内

下水道事業における広域化・官民連携・革新的技術（B-DASH）に関する説明会
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１．埼玉県の下水道

２．下水汚泥の共同処理化
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１．埼玉県の下水道



１．１ 埼玉県の下水道
・埼玉県の市町村数 ６３市町村
・下水道事業実施市町村数 ６０市町（５６団体）
・単独公共下水道 １８市町（１４団体）
・流域下水道処理区域 ８流域（９処理場）、４７市町
・流域下水道処理人口 約５４４万人（県人口の７３．９％）
※埼玉県の下水道に占める流域下水道の割合は９１．５％

・処理水量 年間約６億９千万㎥
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水循環ｾﾝﾀｰ名 年間（㎥） 日平均（㎥）

荒川 ２４７，１９６，６１０ ６７７，２５１

元荒川 ５４，６０８，７０５ １４９，６１３

新河岸川 １９４，７２５，９４０ ５３３，４９６

新河岸川上流 １６，８７８，８２３ ４６，２４２

中川 １５４，１１３，６４１ ４２２，２２９

古利根川 １５，７５８，０１４ ４３，１７３

荒川上流 １，８７３，５８０ ５，１３３

市野川 ４，４０１，５８７ １２，０５９

小山川 ５，１４９，８９５ １４，１０９

合計 ６９４，７０６，７９５ １，９０３，３０６

平成２９年度流入下水量

埼玉県の下水道整備状況（平成２９年度末）

項目
区分

行政人口
（人）Ａ

処理人口
（人）Ｂ

普及率
（％）
Ｂ／Ａ

流域関連公共下水道(a)

７，３３５，５１１

５，４４３，５８０ ７４．２

単独公共下水道(b) ５０３，０７３ ６．９

公共下水道計(c=a+b) ５，９４６，６５３ ８１．１

その他(d) ２５，１８２ － －

埼玉県全体(e=c+d) ７，３６１，６９３ ５，９４６，６５３ ８０．８



【基本理念】

下水道事業の安定的経営と環境問題への貢献
【経営方針】
○経営基盤の強化

・下水汚泥などの下水道資源を有効活用し、新たな収益源を開拓する。

・簡素で効率的な経営を進め、運営コストを削減する。

・職員の技術力の向上等により、組織体制の強化を図る。

・下水道の意義・役割を広く情報発信し、下水道への県民理解の向上を図る。

○下水道施設・設備の強靭化

・施設・設備の計画的な修繕と改築を実施し、重大事故や機能停止を防止する。

・大規模地震の発生に備え、総合的な防災対策と減災対策に取り組む。

○環境負荷の低減・資源循環の創出

・処理水の水質改善を図り、健全な水循環の維持・向上に貢献する。

・温室効果ガスの削減など、地球温暖化対策に取り組む。

・下水汚泥などの未利用資源や再生可能エネルギーの活用を進める。

・中・長期的な展望を持って、新たな技術の研究開発に取り組む。

１．２ 埼玉県下水道局中期経営計画（流域下水道）
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■水量見込

・流域全体の行政人口は平成２７年度の６３６万８千人をピークに減少すると推計。
[国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（平成２５年３月）]

・処理水量は人口に連動して減少の見通し。
・処理水量は、平成３２年をピークにしながらも、向こう１０年間はほぼ横ばいで
推移し、その後、減少の見通し。

しかし・・・平成２８年度以降流域全体の行政人口は増加し続けており、平成２９年
度末現在、前年度と比べ、流域全体の処理人口が約５万人増加するなどにより、ピー
クの到来がやや遅れている。

１．３ 流域下水道の今後の見通し
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処理水の水質改善

【経営方針】 【施 策】

経営基盤の強化

新たな収益源の開拓

運営コストの削減

組織体制の強化

機械・電気設備の老朽化対策

下水道の情報発信

下水道施設・設備の強靱化

老朽化対策

震災対策

環境負荷の低減・資源循環の創出

省エネ機器の導入（再掲）

温室効果ガスの削減

下水道資源の有効活用

新技術の開発

下水道資源の活用

海外水ビジネスの推進

包括的民間委託の拡大

省エネ機器の導入

組織体制の強化

下水道の情報発信

管渠、土木・建築施設の老朽化対策

再生水の供給

下水道資源の活用（再掲）

処理場上部空間及び用地の活用

新技術の開発

施設台帳システムの構築・運用

震災対策

高度処理

市町への技術支援

流域下水道地球温暖化対策の推進

１．４ 事業計画＜経営方針に基づく施策の展開＞
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◆処理水量は平成３２年から減少に転換

○ 下水道整備の概成（約９割）

○ 人口減少

（平成２７年：７２５万人 → 平成５２年：６３０万人）

○ 節水機器の普及（トイレ、洗濯機等）

◆維持管理費の増大

○ 老朽化による改築・更新経費の増加

○ 労務費の上昇

１．５ 中長期的な課題
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（１） 流域下水道を核とした広域化・共同化

① 農業集落排水の流域関連公共下水道への接続促進（広域化）

② 単独公共下水道の脱水汚泥の共同処理化（共同化）

（２） 包括的民間委託の導入

流域下水道施設の稼働率向上と収益増、

市町の負担軽減・リスク分散

１．６ 埼玉県の取組み
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【参考】 埼玉県の流域下水道事業の執行体制
平成２９年９月現在

※民設民営方式によるバイオガス発電事業、ＤＢＯ方式による固形燃料化事業なども実施。 10

【約120名】
維持操作業務等の発注・監督・指示
点検・修繕計画の作成､危機管理対応 など

受託事業者
維持操作業務 【約480名】
修繕業務 など

下水道局

監視評価員

【3名】
受託事業者

包括委託業務 【約80名】

４処理場
(小規模･分流式)

５処理場
(大規模･合流式)

施工事業者
建設改良
事業全般

施工事業者 汚泥資源化
事業など

包括的民間委託

建
設
改
良

【約100名】

維
持
管
理

流域下水道の設置・管理
 ８流域９処理場
 処理能力約280万m3/日
 管路延長438km

下水道局との協定に基づく
発注・監督業務等の技術的支援

民間事業者
バイオガス発電

太陽光発電

など

資源の
有効
活用

民設民営方式など

災害時の
危機管理
対応支援 平成30年３月より、更

に１処理場を包括的民
間委託とした。



２．下水汚泥の共同処理化
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（１） 取組の背景

① 単独公共下水道の課題

● 単独公共下水道では、汚泥量や処理費が増大
【汚泥量、全処理費用（H16⇒H26年度） 約２万７千ｔ(約4.3億)→約３万ｔ(約6.0億)】

② 流域下水道の課題

● 県の管理する流域下水道では処理施設の処理能力と
処理量に差が生じ、より効率的な運用が求められている。
【通常運転時能力、日平均焼却量、稼働率(H29年度) 1,740t/日、1,280t/日、74%】

２．１ 下水汚泥の共同処理化に向けた取組み
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これらの課題を解決するべく、単独公共下水道で発生する下水
汚泥を流域下水道の処理場で受入れ処理することで、市町の負担
軽減及び流域下水道事業の経営・管理の効率化を図る。

 

 

 

 

 

 

 

汚泥焼却能力 

下水汚泥の共同処理に活用 汚泥処理量 



（２） 共同処理化の概要（埼玉県の場合）

２．１ 下水汚泥の共同処理化に向けた取組み
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・市町・組合は、単独公共下水道の終末処理場で発生する下
水汚泥を、流域下水道の処理場まで、運搬する。

・県は、市町・組合から有償で汚泥を受入れ、既設の汚泥焼
却炉で焼却し、灰は再資源化施設への搬出等、処分まで実施。

埼玉県

流域下水道
単独公共
下水道

既設の汚泥焼却炉で
流域で発生する汚泥と
共同処理

脱水汚泥

脱水汚泥

市町組合が運搬
県は有償で受入れ

Ａ市

Ｂ市

Ｃ市

Ｄ町

Ｅ組合

脱水汚泥

汚泥焼却灰

再資源化
施設等

セメント
原料

土木資材
原材料

県がスケールメリ
ットを生かして下
水汚泥を効率的に
処理



（３） 共同処理化のメリット

２．１ 下水汚泥の共同処理化に向けた取組み
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・市町・組合は、汚泥処理に係るコストを削減できるだけで
なく、新たな施設の建設を伴わないことから、建設に係る費
用の負担せずに、汚泥処理のコスト抑制が図られる。

・県は、市町・組合から有償で汚泥を受入れることで、新た
な収入が確保や、既設の汚泥焼却炉のより効率的な運転が可
能となる。

ＷＩＮ！ ＷＩＮ！

市町・組合 埼玉県



（１）平成２７年１０月 汚泥共同処理化の推進会議

・県（下水道事業課、事務所、都市計画課）、県下水道公社

・平成２９年度中の実施に向け、課題等を検討

（２）平成２８年２月 汚泥共同処理化の推進会議

・国、県、県下水道公社のほか、単独公共関係市町組合も参加
（１４団体中１３団体が出席）

（３）平成２８年８月 下水汚泥共同処理化協議会の準備会

・県（下水道事業課、事務所）、県下水道公社

・各センターでの処分コスト・受入れ可能量

・単独公共関係市町組合へのアンケート案

・下水道法第３１条の４に基づく協議会の設置検討

２．２ これまでの取組状況

15

⇒単独公共下水道への汚泥共同処理に関するアンケートを実施
１４団体中１３団体で「興味あり」

⇒協議会を設置し、共同処理化の検討を実施
受入先、受入量、単価の調整を実施



（４）平成２８年１１月 下水道事業推進協議会の設立

・県、県下水道公社、県内市町村による下水道法第３１条の４
に基づく協議会を設立

（５）平成２８年１２月 下水道事業推進協議会幹事会

・県、県下水道公社、幹事市町（１０市町）

・協議会に分科会を構成し、運営することが決定

（６）平成２９年１月 協議会（汚泥共同処理に関する分科会）

・県、県下水道公社、単独公共関連市町組合（１２団体）

・汚泥共同処理の取組に関する説明

２．２ これまでの取組状況
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⇒県が強いリーダーシップを発揮し、県内下水道事業の
課題の解決や、市町・組合の支援を実施する。

⇒３つの分科会の設置が決定
（経営管理・災害時対応への取組み・下水汚泥の共同処理）

⇒市町に対し参画の希望を照会
条件について個別調整、情報共有のため適宜分科会を開催



（７）平成２９年３～４月 汚泥共同処理への参加意向の確認

・単独公共関連市町組合１４団体中１２団体が参加を希望

（８）平成２９年５月 参加意向団体（１２団体）への照会

（９）平成２９年５～７月 個別ヒアリング（１２団体）の実施

・汚泥の性状、消臭剤の使用の有無等

・現在の処分先、処分単価 ・搬出希望量、頻度等

（１０）平成２９年８月 下水汚泥の共同処理に関する説明会

・処理場所在市への説明会の開催

・単独公共下水道実施市町組合への説明会の開催

２．２ これまでの取組状況
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⇒汚泥受入に関する諸条件の抽出
汚泥搬出に関する諸課題のあぶり出し

⇒受入条件（消臭剤の使用、含水率、受入単価）等の整理
規約、協定のたたき台の作成

⇒受入条件（消臭剤の使用、含水率、受入単価）等の提示
規約、協定のたたき台の提示



（１１）平成２９年８～９月 汚泥共同処理への意向確認

・単独公共関連市町組合１４団体すべてに対して照会

２．２ これまでの取組状況
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⇒受入単価、受入先、その他受入に関する条件を提示
搬出希望の有無、搬出先、搬出量、開始時期等の確認

Ｈ３０年度から搬出を希望・・・・・・３団体

平成３１年度以降搬出を希望又は検討・・・・９団体

汚泥共同処理への参加を希望しない・・・・・２団体

結果



・３団体の搬出希望量（調整後）

東松山市より（発生量3,200tのうち）420t

羽生市より（発生量1,200tのうち）320t

坂戸、鶴ヶ島下水道組合より（発生量6,100tのうち）2,300t

２．２ これまでの取組状況
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羽生市

東
松
山
市

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

元荒川水循環センター

新河岸川水循環センター



（１）平成３０年４月からの実施に向けた準備

・法関係手続き

・実務的な準備

２．３ 汚泥共同処理実施に向けた準備
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地方自治法第２５２条の１４に基づく事務の委託の手続き
●規約を定め県と市・組合の両議会で議決

●県と市又は組合で協議書を締結
●規約を告示 ●総務大臣へ届出

下水道法事業計画の変更の届出・協議
●公共下水道、流域下水道の事業計画に汚泥処理について記載

細目協定の策定
●搬入条件、費用負担、適用期間、受入費用

実施要領の策定
●届出や報告・支払いなど、各種報告等の様式

現場の確認・意見交換
●県と市・組合がお互いの施設を確認、現場での意見交換


